
郷土の古文書 
「その１ 鮎関連文書」 

 解説  

この古文書は通常地方
じ か た

文書
も ん じ ょ

と言われ、このあたりの村方で作成されたものです。江戸時代の秋川は御用鮎制度によって厳しく管理されていました。御用鮎とは江戸城の台所へ毎年

８月(現在の９月)に献上を義務付けられた鮎の事です。その起源は享保年間と言われています。 

あきる野市内で当時鮎漁が認められていた村々は、上流から小中野村、五日市村、留原村、伊奈村、山田村、引田村、代継村、牛沼村、雨間村、草花村、小川村の１１カ村でした。

各村々には川漁師がおり、その人達によって御用鮎漁が行われていましたが、隣接する村々や村人との利害関係によってしばしば争いが起きました。そのため村内で合議して取締事

項を決め、それを守ることを約束したという証文を作成しました。展示した文書は五日市村漁師仲間１９人が連印した議定書です。なお当時の鮎漁は鵜飼
う か い

、はね網、瀬張網
せばりあみ

、簗漁
やなりょう

、

しら漁、投網等でした。 
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